
令和４年度 「人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀推進協議会」 

開催結果の概要 

 

 日 時：令和５年１月 25 日 10 時 30 分～12 時 00 分  

場 所：ＷＥＢ併用開催（滋賀県庁本館４-Ａ会議室） 

 

１ 開 会 

（１）総合企画部長挨拶 

皆様おはようございます。本日は本協議会を開催させていただきました

が、生憎の大雪に見舞われ、公共交通機関が乱れているところです。このよ

うな状況にあっても、皆様におかれましては、ＷＥＢ等もご活用いただきな

がらご参加いただき、本当にありがとうございます。また、皆様方には、日

頃から県政各方にわたりまして格別のご支援、ご協力を賜っておりますこ

と、重ねてお礼申し上げます。こうして支障なく開催できますことを考えま

すと、改めてデジタル化の効果や浸透を感じているところです。 

こうした大きな社会の変化がみられる中で、県といたしましては、人口減

少が進む中にありましても、多様な人々が集う未来へと幸せが続く滋賀を実

現するために、令和２年度に「人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀

総合戦略」を策定しまして、現在３年目の取組を実施しているところです。 

一方この間、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、暮らしや医療

活動が大きな影響を受けました。昨年12月に、国から令和４年１０月までの

人口動態統計が発表されましたが、令和４年の出生数は、調査開始以来初の

８０万人割れをする可能性が高いといった報道もございました。出生数につ

きましては、社会の価値観の変化や、社会情勢などの様々な要因を背景に、

これまでも減少傾向でありましたが、コロナの感染拡大が更なる拍車をかけ

たのではないか言われているところでございます。 

こうした状況につきましては、本県も同様と考えられまして、令和４年の

出席は1万人を割ることが確認をされ、少子化が一段と加速するのではないか

と優良されているところでございます。 

そうした背景から、国におきましては、昨年12月にデジタルの力を活用し

て地方創生の加速化進化を図るため、「まちひとしごと創生総合戦略」を策



定改定いたしまして、「デジタル田園都市国家構想総合戦略」の策定をされ

ました。また、先日の衆参の両院本会議におきまして岸田首相の施政方針に

ついては少子化対策が重要最重要課題であるということも掲げられたところ

でございます。県におきましても、「子ども・子ども・子ども」ということ

で新時代の希望である子どもがあらゆる政策の中心に置いた政策の推進、ま

た様々な魅力がありながらも人口減少の影響が顕著に表れている県北部地域

の振興なども図るべく、現在来年度に向けまして予算の編成作業も進めてい

るところでございます。 

本日は、「人口減少を見据えた未来の幸せが続く滋賀総合戦略」につきま

して２年目となります令和３年度の進捗状況につきましてご報告をさせてい

ただきますとともに、暮らしを支える地域作り、そして子どもを安心して育

て、子どもの健やかな育ちを支える社会作りをテーマといたしまして、意見

交換をさせていただく予定をいたしております。その際、話題提供といたし

まして、先ほど触れました北部地域の振興の取り組みの他、母子保健・子育

て支援の充実に向けた取り組みにつきましてご説明を申し上げまして皆様の

御議論に伏してきたいというふうに考えているところでございます。 

限られた時間ではございますけれども総合戦略の今後の効果的な展開につ

きまして、幅広い観点から忌憚のないご意見を賜りますようお願いを申し上

げまして開会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。本日はどうぞ

よろしくお願いいた 

します。 

 

（確認事項等） 

 

〇事務局 

それでは、これからの議事につきましては、会長に進行をお願いしたいし

たいと思います。会長よろしくお願いいたします。 

 

２ 議 事 

（１）人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀 総合戦略の実施状況につ

いて 



〇会長 

皆さんこんにちは。本日は大変な日になってしまいまして、本来でしたら

直接会場へ行く予定でしたが、公共交通機関が停まっており、今回はＷＥＢ

から進行をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日の議題は、一つは人口減少を見据えた未来へとしては続く滋賀総合戦

略の実施状況、そして二つ目にゲストスピーカーからの話題提供を踏まえ

た、暮らしを支える地域作りと、子どもも安心して育て、子どもの健やかな

育ちを支える社会作りについて意見交換を行います。 

まずは議事1、人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀総合戦略の実施

状況について、県から説明をお願いします。 

 

〇企画調整課 

（人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀総合戦略の実施状況について

説明） 

それでは資料１のスライドに沿って簡単に総合戦略の実施が状況を説明さ

せていただきます。 

まず、２枚目のスライド２枚目をご覧ください。総合戦略の概要について

説明させていただきます。総合戦略は、人口目標や公示的政策に関する基本

的方向および講ずべき施策等を定めたもので、2020年度から2024年度までの

５年間を計画期間としております。人口目標として2060年に合計特殊出生率

が1.8程度、2025年に社会増減がプラスになるように取り組むことで、2040年

には約134万人、2060年に約119万人に人口減少を抑えることとしておりま

す。 

それでは、まず本県の人口減少、今現在どのようであるかということをご

説明いたします。スライドの３枚目と４枚目、こちらでは本県の人口動向を

お示ししています。総人口は2013年の約142万人をピークに、その後減少に転

じています。2021年には９年ぶりに社会増となりました。ただし、少子高齢

化に伴い、2016年以降は自然減が引き続いているという状況です。 

スライド５枚目では、本県の出生率と合計特殊出生率の推移を示しており

ます。 

合計特殊出生率はおおむね右肩下がりの傾向となっております。 



スライド６枚目では、本県における婚姻の状況をお示ししています。2020

年をピークに、以降減少傾向にあり、特にコロナ拡大し始めた2020年以降、

大きく減少しております。 

スライド７枚目以降では、県内の市町別の自然増減や社会増減、本県と他

の主な他府県との移動者の状況をお示ししています。特に近年は京都府から

の転入超過が顕著となっています。 

スライド12枚目と13枚目、こちらでは男女別の転出要因についてお示しし

ています。転出の原因として考えられる一つが就業のミスマッチであり、特

に女性は事務的職業を求めるケースが多いものの、なかなか思い通りの就労

ができていない、ということという状況がわかります。 

続きまして、第２期総合戦略の２年目であった2020-2021年度の実施状況に

ついてご説明いたします。スライド15枚目と16枚目をご覧ください。基本政

策はみんなで応援する、結婚出産子育てと人生100年時代の健康しがの実現、

時代に向かう産業の活性化と多様で魅力ある働く場の創出、様々な人々が集

い琵琶湖と共生する魅力的な滋賀作りと次世代への継承から成り立ってお

り、計43の目標を設定しています。スライド17枚目にあります通り、43項目

のKPIのうち、２年目の目安である達成率40%以上となったのは16項目、全体

の40%となりました。各基本政策の目標について向けて行う主な事業の事業目

標については、スライド18枚目の表の通りでございます。102ある目標のう

ち、58項目で目標を達成しました。こちらは、集計中の２件を除きまして、

全体の58%となっております。 

2021年度の進捗状況を見ますと、感染症対策を講じながら様々な工夫を凝

らして政策の推進に努めましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で

事業および政策の目標値を下回るものが複数見られました。新型コロナウイ

ルス感染症拡大による医療現場や経済活動への影響は大きく、繋がりの希薄

化、メンタルヘルスの問題、出生数の減少などの負の影響により、とりわけ

子ども若者世代は孤独や生きづらさを感じているものと考えております。 

一方、地方への移住起業の高まりや、中小企業における新製品新技術の研

究開発意欲の高まりなど、社会変容を捉えた施策を推進することで目標を達

成したというものもありました。 



さらに第２期総合戦略の各基本政策の進捗状況については、スライド28

枚目まで記載しておりまして、いくつか抜粋して説明いたします。スライド2

４枚目をご覧ください。基本政策２基本的方向性３、目標の三つ目、新規就

農者定着率の割合こちらはコロナの影響で社会経済情勢等が大きく変化する

中で、昨年度の調査結果より低い数値となっております。 

スライド26枚目をご覧ください。基本政策３、基本的方向性１の１、１番

目と２番目、目標延べ宿泊客数延べ観光顧客数は新型コロナウイルスの感染

症の影響が大きく、目標を下回る結果となりました。 

一方で、目標三つ目の移住政策に取り組む市町への県外からの移住件数

は、コロナ禍を経験して高まってきた、地方への移住金を捉え、オンライン

の活用等で事業展開を工夫した結果、目標を達成いたしました。 

スライド27枚目をご覧ください。基本政策３基本的方向性23番目の目標に

ついて、県東部の交通軸近江鉄道線の利用者数や県全体のバス交通の利用者

数、こちらは実績が１年遅れて出てくるため、2021年の欄に2020年の実績を

記載しております。 

コロナの影響が反映された初めての実績ということになりますけれども前年

である2019年に比べて大きく数値を落とす結果となりました。 

今後は目標を達成していない事業においても、既存の取り組みの見直しやI

CT活用を含む新たな手法の活用等を進め、本県の総合戦略で描く、2040年頃

の目指す姿の実現に向けた取り組みを進めてまいりたいと思います。 

また、国の地方創生関係の交付金を活用した効果検証や、および地域再生

計画の評価（案）につきましても、参考資料として添付いたしましたので、

またご参照いただければと思います。 

以上、総合戦略の2021年度の実施状況をご説明いたしました。 

また補足として、先ほど総合企画部長からも申しました、昨年12月23日に

国において「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を閣議決定されました。

地方自治体においても、国の総合戦略を勘案して、地方版総合戦略の策定、

改定に努めるよう通知が発出されたところです。本県における対応につきま

しては今後検討を進めていく次第です。 

以上私からの説明は終わらせていただきます。 

   



〇会長： 

ありがとうございました。それではただいまの説明について、何かご質問

ご意見がございましたら、ご発言の方よろしくお願いします。 

ないようでしたら、私の方から発言をさせていただきます。 

基本政策1の基本的方向性２、子どもだけたくましくしなやかに生きる力を

身につけるだけの教育について、質問というよりは、意見を申し上げます。 

滋賀県の小学生平均正答率は全国と差が開いており、なかなか滋賀県の正

答率が上がらない現状の中、これをどうするのかいうことで、ここではコミ

ュニティスクール、学校運営協議会の設置と、地域学校協働活動の充実につ

いて、評価と今後の課題が記載されています。 

こうした地域学校協働活動において、特に子どもの自尊感情を高めていく

という課題が挙げられています。こうした子どもの自尊感情を高める上で、

最も重視すべきは子どもの多様な体験であると思います。 

ただ、今のコロナ禍で、子どもたちに豊かな体験を与える機会が非常に少

なくなってきている現状の中で、特に教育の機会に恵まれない貧困家庭の子

どもたちに対して、何らかの支援を行い、学力の底上げに繋げることを考え

ていく必要があると思います。 

例えば、地域学校協働活動の中で一つの柱である、地域未来塾がありま

す。これは、放課後に教員OBあるいは大学生が、なかなか塾に行けない、学

ぶ機会がない子どもたちを対象にして、学校の補習をしたり、あるいは宿題

の面倒見たり、そういう学習支援を行うところです。そういったことをもっ

と充実させていくべきだと思います。 

データを見ると、令和４年だと、19市町村の中でこうした地域未来塾を実

施しているのは６市町しかなく、そのほとんどは彦根市にあり、県内で地域

未来塾がないことは、課題であると思います。 

今後、こういった学力の問題、あるいは自尊感情の問題に取り組むために

は、ぜひこうした事業をもう少し充実していただきたいと思います。また、

ご検討の方よろしくお願いいたします。 

 

 

 



〇委員： 

  総合戦略の見直しもありますので、人口ビジョン編と施策編のリンクが必

要ではないでしょうか。 

また、若者にとって魅力ある街づくりが必要であると考えます。結婚前の

若者支援の充実、それから産業創出についての具体策が必要ではないでしょ

うか。 

 

〇企画調整課： 

一点目、まさにおっしゃるとおりでございまして、人口目標を定めた人口

ビジョン編と、その政策、それが人口目標にしっかり貢献するような施策で

リンクしていないといけないというご指摘だと思います。なかなか苦しいと

ころでございますけれども、しっかりとリンクさせるためには、なぜこうい

うことが起こっているのかという分析が必要だろうと思います。その原因が

元に対してどういった政策が効果的なのかすぐに答え持ち合わせておりませ

んけれども、引き続きしっかり分析をさせていただきたいと思います。 

二点目、まずそういった若者支援の充実、結婚をしたくてもできないよう

な状況にいらっしゃるような若者の方もいらっしゃいます。そういった方へ

の支援が少子化対策に向けた住民の視点ではないかというご指摘だと思いま

す。 

まさにそのとおりだと思います。政府の方での取り組みもございますけれ

ども、県の方でも、子ども若者を中心にした政策を令和５年度の展開させて

いただきますのでしっかりやっていきたいと思っております。 

また、産業創出についての具体策ということでございますが、本日資料の

中でもいくつかございますけれども、例えば、地方創生交付金の効果検証と

いう資料もございまして、PDFの30ページ、地方創生推進交付金の効果検証案

の２番目、新たな需要を取り込む研究開発型もの作りベンチャー企業と第２

創業支援プロジェクト、滋賀をフィールドに実証実験による新たなビジネス

モデルの構築というものもございます。このあたり国の交付金も活用しなが

ら、産業創出といった取り組みをさせていただいておりますので、あるいは

まだ他にも、政策を充実させていただきたいと思っております。 

 



〇委員： 

今ご説明していただいた中で、人材確保育成と経営の強化というスライド2

4、参考資料１のプロフェッショナル人材について、その相談件数やマッチン

グ件数が急激に増えている。逆に言えば、地域におけるこういう人材に係る

課題、潜在的ものも含めてものすごく大きいものがあるのではないでしょう

か。そこをもっと掘り下げていくことが、結果として、雇用の創出や、事業

承継、移住にも繋がるのではないでしょうか。一つ一つ一つの政策が色々な

ことと連携することによって、より効果的に結果が出てくるのかなというこ

とをこの資料を見て思いましたので、発言させていただきました。 

 

〇会長： 

ありがとうございます。このことについて事務局から何かございますか。 

 

〇企画調整課： 

ご意見ありがとうございます。委員おっしゃるように、この事業だけでな

く全体にその施策間連携や地域間連携等、そういった横繋ぎの連携っての大

事さというのはどの事業にもいえることだと思っております。特におっしゃ

っていただいた施策間連携は、国の新しいデジタル田園都市国家総合戦略で

もその重要性を訴えられているところではございますので、これから引き続

き、意識して事業構築していこうと思っている次第です。 

 

（２）テーマに基づく意見交換 

  テーマ「暮らしを支える地域づくり」と「子どもを安心して育て、子ども 

の健やかな育ちを支える社会づくり」 

 

〇会長： 

  続きまして、テーマに基づく意見交換に移りたいと思います。今回は、

「暮らしを支える地域づくり」と「子どもを安心して育て、子どもの健やか

な育ちを支える社会づくり」について、ゲストスピーカーからの話題提供を

踏まえて皆さんで意見交換をしたいと思います。 

    まずは、県北部地域の振興についてお聞かせください。 



〇新駅問題・特定プロジェクト対策室： 

私の方から県北部地域の振興について紹介をさせていただきます。資料はP

DFファイル１ページからになります。 

それでは、県北部地域の振興についてということで１枚目でございます。

これまでから、県といたしましては、県全体の取り組みというところで各部

局それぞれ産業や子育て支援や教育等、各政策を展開してきているところで

ございます。それに加えてさらに何かできないかというところで、この県北

部地域の振興についてということで知事よりもお声がありまして、昨年の11

月から、新駅問題特定プロジェクト対策室の方でプロジェクトチームを立ち

上げ、県庁全部局横繋ぎで何かプラスアルファできることがないかなという

ところで検討を進めているところでございます。 

来年度から、具体的に動いていこうかと思っておりますので、そういった

ところをお話しさせていただいて意見をいただければ幸いです。 

それでは、県北部地域とはということで、主に、長浜市、高島市、米原市

の３市を指しております。この３市は、皆様も方もご存じのとおり、美しい

風景、豊かな自然環境、魅力ある歴史資源等々様々な魅力がある地域でござ

いまして、中部圏北陸圏の結節点として高い可能性を有している地域である

と認識をしております。 

ただ一方で、県過疎地域としてこれらの地域が多く、人口減少等の課題が

南部よりも先に現れてきている地域でもございます。そういった人口減少問

題は、時間が経過していくとともに、他の地域でも課題となっていくことが

想定されることから、ある意味では、これらの北部地域は課題の先行地域と

捉えることもできます。今から県北部地域の振興を考えることは、この

先々、他地域にも繋がっていくはずであるので、しっかり考えていきたいと

思っております。 

２枚目以降の資料について、議題１の方とも似た資料ですが、県北部3市に

焦点を当ててまとめてまいりましたので、説明させていただきます。人口の

状況を２枚目から示しております。３枚目が面積、４枚目が人口密度を示し

ております。面積で言いますと、北部3市は県全体の約４割を占めており、人

口密度は低い状況です。５枚目の県人口に占める割合も低く、令和２年は14%



であり、県人口が増えている中でも北部３市が占める割合は低くなっている

ところです。 

６枚目の高齢化率の推移につきましても、北部３市は県の増加率よりも高

くなっています。７枚目の生産年齢人口比率につきましても、北部３市が滋

賀県全体を下回っているような状況が表れています。８枚目、その人口に占

める20から49歳女性の比率です。長浜市と米原市につきましては、県全体か

ら見て少ない状況ではございますけども、高島市は、かなり低くなっている

ところで、これまでからの出生数減少や転出減少等の影響が出ているのかな

と思います。 

９枚目、人口増減の内訳について、令和３年の３市は、長浜市、高島市で

は社会減の状態であり、特に転出が多い状況が続いています。10枚目は、転

出した人々がどこへ行っているかを示しています。やはり長浜市は大阪京都

や愛知県方面、一定関東へ行かれる方もいます。一方で、転入される方も一

定いらっしゃるが、やはり転出の方が多いというような状況です。 

高島市についても、大阪・京都への転出が多い状態でございまして、転出

超過となっています。14枚目につきまして、大阪・京都、愛知で流出が多い

状況となっています。 

16枚目でございます。観光のデータを見ますと、北部３市で全体の４分の

１というような状況です。17枚目、滋賀県の主な観光地で、赤で示してると

ころが北部観光地であり、上位に位置していることがわかります。米原市の

伊吹山や、高島市のメタセコイア並木、長浜市の黒壁ガラス館等、様々なス

ポットがあります。 

そういった状況を踏まえながら、何かプラスアルファ取組ができないかと

いうところで、北の近江振興プロジェクトを立ち上げ来年度から５年間ほ

ど、北部ポテンシャルや地域特性を生かした持続的発展をしていきたいと考

えています。次のスライドでは、目指すべき姿や方向性、３つのアプローチ

と三本の推進軸をお示ししています。当然、県として進めていくプロジェク

トですから、県の検討方向性もお示ししながら、市町の皆さん、地域の皆さ

んと一緒になって、新しい施策を展開できたらと思います。 



多様な主体や地域の皆さんとも活動しながら、いろいろと新しい芽を出し

ながら、これまでとは違うアプローチで県の政策を展開してまいります。説

明は以上でございます。よろしくお願いします。 

 

〇会長： 

ありがとうございました。たただいまのご報告について何かご質問ありま

すでしょうか。 

北部振興の実現にはですね、団体や住民による取組も重要かと思われま

す。せっかくの機会ですので、委員の皆様のそれぞれの立場で、何か取り組

めること、あるいは一緒にできるという検討や、主に何か協力できることに

ついて、ご意見あればぜひお聞きしたいなと思っておりますが、どなたかご

発言いただけませんでしょうか。 

 

〇委員：  

商工会は主に旧町村部で事業者さん、企業さんの支援させていただいてい

る団体です。この北部地域の長浜市高島市米原市、それぞれ商工会がござい

ますので、今のお話に非常に関係すると思っております。各商工会でもその

地域の事業者の皆さんは、なかなか経済状況が厳しく、非常に苦労されてい

ます。商工会は一生懸命の支援をさせていただいていることです。この取組

は、地域の業者さんの繋がりや地域の振興にもすごく貢献させていただいて

ると自負しているところです。それぞれ皆さん様々な思いを持って活動して

おりますので、また県の方、普段は商工労働部の方と話をさせていただいま

すが、県全体でも商工会に関心を持っていただいて、声を聞いていただける

とありがたいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。 

内容的にはこの北部振興、地域の色々な素材や魅力がありますので、それ

をどう生かしていくかということだと思います。具体的なステップが難しい

かと思いますが、私どももいろいろと考えていきたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いします。 

 

 

 



〇委員： 

今回は北部地域ということで、３市を挙げておられ、私は最新のデータは

チェックをしておりませんが、従前に、京阪神都市圏あるいは近畿圏におい

てパーソントリップ調査が行われておりますが、その中で今回は北部地域と

まとめられておりますけれど、長浜市や米原市といったいわゆる北部と、そ

れから高島西部、この二つの地域を一体として取り上げられています。過去

のパーソントリップ調査で見ますと、この西と北には交流というものが非常

に少ないです。これを一体と捉えてどうすべきかを論じるのは重要ですが、

大きく西と北、それぞれの地元の方ともできるだけ一緒になって、交流をす

る方がいいと思います。その際、県のそれなりの支援といいましょうか、そ

ういうものがあれば、それぞれの地域に非常に様々な資源がございますか

ら、それをうまく連携させれば、もう少し活性化に繋がるのではないでしょ

うか。 

気になりますのは、一言で申し上げますと、この地域を一体として最初か

ら捉えるということで少し無理が生じないか、一体化になるような施策も必

要ではないかと思いました。 

 

〇会長： 

ありがとうございます。今のところ、今回この３市を一体で捉えた意図は

何かあるのでしょうか。 

 

〇新駅問題・特定プロジェクト対策室： 

ありがとうございます。挙げておりますように、人口減少という課題が顕

著な北部という大きな部分で設定させていただいたところでございます。確

かに、いわゆる湖北と湖西の交流が少ないというのはご指摘の通りと思って

おりまして、我々も来年度からは、まずは県職員が３市それぞれの地域に入

り、それぞれの地域で何かできることがないか考えるところから始めていき

たいと考えております。 

その上で取り組みが進めば、何か地域全体でできることがないかなども考

えていけるのではないかと思っております。 

 



〇会長： 

はい、ありがとうございます。今日はいろいろと参考になる提案や意見を

いろいろお聞きしたいですが、どなたかおられますか。 

 

〇委員： 

私どもは、県の観光関係物産関係の事業者の、あるいは行政の方も含めて

集まっている団体でして、観光物産振興に取り組んでおります。 

特に、北部振興というのは観光物産振興の上で非常に大事だと考えており

ます。今年春で北陸新幹線敦賀延伸になり、敦賀まで来たお客様をいかに滋

賀県の方に来ていただくかが課題だと思っております。それから米原駅は、

本県唯一の新幹線停車駅ですので、高島米原長浜も含めて、ぜひ北部振興に

も県と連携して取り組んでいきたいと考えているところでございます。 

特にコロナ後、密を避けるですとか、今までのように団体で旅行し観光名

所を見て回ることだけではなく、体験体感型旅行のニーズ等、旅行様式が変

わると思いますので、そういう意味で県の北部地域は非常に有望な土地柄で

ございます。 

今、県と連携してビューローでは、「しがリズム」ということで、滋賀ら

しいツーリズムに取り組んでおり、体験体感型のゆっくり滞在していただく

ような、現地の人と出会う旅を、実際コンテンツとして造成し販売し取り組

んでいるところでございます。県北部のコンテンツも非常にたくさんござい

ますので、これまでの旅行業界、旅行関係の分野に限らず、産業、健康、環

境等、様々な分野と連携して新しいコンテンツをどんどん作って売り出して

いきたいと考えているところでございます。 

本日は各分野からも皆さんご出席されておりますので、またいろいろとご

協力をお願いすることもあろうかと思いますがどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

〇会長： 

ありがとうございます。県北部地域はいろいろな魅力がありますが、それ

が伝わるよう、ぜひとも皆様のお仕事や活動になりそうなものを上手く活か



しながら県北部地域だけではなく県全体のそういう魅力作り、魅力発信とい

うところにぜひご協力いただきたいと思います。 

まだいろいろお聞きしたいですが、この議題については一旦閉めさせてい

ただきまして、もう一つの報告へと移りたいと思います。続いて、県の健康

寿命推進課および子ども・青少年局から、母子保健子育て支援充実に向けた

取り組みについてお聞かせいただきます。それではよろしくお願いします。 

 

（２）子どもを安心して育て、子どもの健やかな育ちを支える社会づくり 

 

〇健康寿命推進課： 

母子保健・子育て支援の充実に向けた取り組みについて、出産子育て応援

交付金事業が新たに始まりましたので、そちらについてご紹介、ご説明させ

ていただきます。 

資料21ページをご覧ください。今年度の国の２次補正予算で成立した事業

でございまして、妊娠期から出産子育て期まで一貫した支援を行うというこ

とを目的とした事業の一つでございます。 

この事業、内容は大きく分けて２つございます。資料23ページをご覧くだ

さい。まず一つ目が、伴走型支援というものです。妊娠届け出時、妊娠８ヶ

月頃、出生届時の計３回、保健師や助産師などの専門職等による面談を行

い、出産育児の見通しを立てることや、不安やリスクを抱える人を早期に発

見するということを目的として実施される事業でございます。 

もう一つは、出産子育て応援ギフトでございます。一つ目の伴走型相談支

援における、妊娠届け出時と出生届時の二つの面談をそれぞれ行うことを条

件とし、それぞれ５万円、総計10万円のギフトを支給するというものでござ

います。このギフトの内容は、各自治体の創意工夫によるされており、例え

ば商品券やクーポン券の配布、また妊婦健診交通費等の助成、産後ケア、一

時預かり等の利用料助成など幅広く認められているものでございます。 

この二つの事業、伴走型支援と出産子育て応援ギフトを一体として実施す

ることにより、相談実施機関のアクセスがしやすくなる、またこれまで面談

で会えなかった方にも会えるようになり、リスクを抱える方を発見しやすく

なるという意図で、事業を考えております。 



この事業の主体としては市町となりまして、国の実施要綱が先日示された

ことから、事業を開始している自治体が少ない状況ではございますが、今後

準備ができ次第、県内全ての市町で順次実施される予定でございます。 

県としましても、市町の事業が円滑に実施されるように支援を行い、孤立

感や不安を抱える妊婦、子育て家庭に必要な支援が繋げられるよう、実施し

ていきたいと考えております。 

 

〇会長： 

  ありがとうございました。これにつきまして何かご質問等ございますか。 

この母子保健・子育て支援の充実について、様々な関係団体の取り組みが

まさに重要になると思いますが、本日ご参加の委員さん、また皆様の立場で

取り組めること、あるいは県や市に協力することについて、またいろいろと

支援いただきたいと思います。 

例えば、しが子育てネットワーク、滋賀県PTA連絡協議会、おおつ男性会議

の委員さんいかがでしょうか。 

 

〇委員： 

今回ご紹介いただいた事業が伴走型ということで、専門家による面談がメ

インと拝見しました。この場合の専門家というのは、やはり市や町が持って

らっしゃる資源ということでしょうか。何かNPO的なものが変わる部分がある

のかどうか、教えていただければと思いました。 

 

〇健康寿命推進課： 

回答させていただきます。伴走型支援につきまして、当然その市町が抱え

ている職員が対応するということも考えられますし、またこの補助金の内容

としまして、人の雇用も可能です。また、委託も可能ですので、関係機関の

みな さまには、市町から協力依頼があることもございますので、ご協力い

ただければと思っております。よろしくお願いします。 

 

 

 



〇会長： 

はい。ありがとうございます。他に何かご質問、ご意見ございますでしょ

うか。 

 

〇委員： 

出産、子育ての支援の充実について、スキルを持った女性が就労されてい

て、その方が子育てしながら自分のスキルを生かして社会で活躍したい、そ

んな方これからもっと増えてくると思います。この事業の場合の子育ては、

乳幼児の子育てになると思いますが、一歩進んで、子育てしながら、就労や

女性活躍を充実させていくと、他府県からすれば、滋賀県は出産、子育ても

手厚いけれども、その後のステージについても支援策があるんだというとこ

ろが、滋賀の魅力にも繋がるのではないかと思います。 

 

〇企画調整課： 

本日は商工労働関係の部局は出席しておりませんけれども、お答えになる

かどうかわからないところもございますが、本日の一つ目の議題の資料、人

口減少を見据えた総合戦略の実施状況の資料、基本政策２基本的方向性４誰

もが働き活躍できる環境の整備、という資料がございます。PDF資料では25ペ

ージでございます。こちらは、子育てをしながら再就職を希望される女性等

の就職・就労支援でございまして、滋賀マザーズジョブステーションやハロ

ーワークの活用、これらの取り組みを充実して、しっかり取り組みさせてい

ただくということで対応させていただきたいと思います。 

 

〇会長： 

ありがとうございます。その他、どなたかいかがでしょうか。例えば、大

津男性会議さんかがでしょうか。 

 

〇委員： 

この３年間のコロナ禍において、我々の活動がほぼできてないということ

がございます。我々以外にも、市民活動というものが非常に縮小されてしま

ったということで、法人格を持たれたNPOなどはある程度持続的にできており



ますが、我々のような市民の有志団体や小規模の活動は、非常にダメージを

受けました。 

例えば大津では大津っ子祭りという、５月に大きなイベントを開催してお

りますが、次年度も５月に開催予定ですが、参画団体が非常に少なくなって

きている状況も含めて、やはり民間の自発性や、自律性、自己解決能力が非

常に低下したのではないかということを危惧するところです。もう少しそう

いった部分について、やはり市民活動が、社会の中で大きな役割を担ってい

ると思いますので、県や当然国や、個人の生活の生業、いわゆる今まではイ

ンセンティブであったところが、支援という形に変わろうとしているわけで

すから、市民の自発性や自立性の部分が吸い上げられてしまう可能性もある

のではないかということで、両方向の部分で危惧しているところです。 

コロナもずいぶんと落ち着いてきましたので、また状況も変わってくるか

もしれませんが、支援と民間の活動というバランスはですね見てないといけ

ないところかなというふうに思いました。 

 

〇会長： 

ありがとうございます。今のご発言について事務局から何かありますでし

ょうか。 

 

〇企画調整課： 

ご意見ありがとうございました。おっしゃっていただいたとおりだと思い

ます。本当に市民活動があってこその県政、あらゆる部分で市民活動があっ

てこそ成り立つ部分が多いかと思います。また、県民活動生活課の方で所管

しておりますので、今のご意見をしっかり伝えさせていただき、今後の取り

組みに生かさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

〇健康事業推進課： 

支援が吸い上げられていて、市民活動と支援のバランスについてお話いた

だきました。ありがとうございます。健康寿命推進課ではあくまでも母子保

健に関する分野ではございますが、リトルベビー事業等家族支援事業や不妊

活動補助を実施しており、ピアサポート団体の活動費補助をさせてもらって



います。こちらはケア活動ということで、民間活動がすごく重要だというと

ころから作られた一つであるかと考えています。決して地域のお母様とお子

様を支えていくのは行政だけではできるところではないと考えているところ

でございますので、今後もぜひそういったことで支援を一緒にしていただけ

ればと思っています。よろしくお願いいたします。 

 

〇会長： 

ありがとうございました。この際、他にご発言、いかがでしょうか。 

今回この母子保健・子育て支援ということで、こうした子育てをする上

で、やはり父親の子育て参加について、対策や支援が同時に必要だと思って

います。ちょうど学生が父親の子育て参加への支援について卒論を書いてい

たことから少し覚えているのですが、なかなか県の施策として、父親に対し

ての子育て参加や子育て学習に関しての支援が弱い部分がある気がします。

そのあたりの支援状況や捉え方を教えていただけないでしょうか。 

 

〇健康事業推進課： 

  ありがとうございます。母子保健における支援者の中心は、先ほど市町が

母子保健を行うと申し上げましたが、母子保健においての主な事業につきま

しては、身近な市町が実施することになっています。その中で、産前産後サ

ポート事業というものが新規事業の中でございまして、その中に出産や子育

てに悩む父親支援が令和３年度から始まっています。 

ただやはり、実際に父親を集めていくつかの市町で実施していると聞いて

いるところですが、全ての市町では、やはりお父様に参加いただくには、お

仕事がお休みの日に開催しないといけないであるとか、どのように集める

か、母子保健だけではなく男性の方はなかなかそういった悩みを話しにくい

ということもあるようで、集めたても来ていただけるのか等の難しさもある

と聞いています。 

出産後は父親支援がありますが、それ以外にも妊娠期に両親学級という形

で、昔はお母様ご参加されることが多かったですが、最近は夫婦揃って赤ち

ゃんを迎えるということで教室に参加されることが週末に実施している中で

多いと聞いています。 



また、両親学級自体は市町だけではなく、産科医療機関や助産所の方でも

開催いただいおり、そこでもやはりお父様の参加は以前に比べて増えてきた

かなというふうに聞いています。 

県としては、このような市町の取組をいかに横並びで全県的に進めていく

かが大切であると考えています。 

 

〇会長： 

ありがとうございます。一時期家庭教育、育て支援について研究していた

時期もありましたので、調査やデータを取ると、妻が妊娠期に父親が子育て

について、様々積極的に学ぶ機会をたくさん持った父親は、子どもが生まれ

た後も積極的に子育てに関わり、またそうした子育て学習にも積極的になり

ます。逆に、妊娠期にほとんど協力的でない、あるいはそういった学びをし

なかった男性は、生まれてからやり始めるのかというと、なかなか難しいと

ころがありました。 

そういう意味では、僕自身の考えとして、ぜひともその妊娠から両親学級

等、父親、母親両方がしっかりと子育てについて学ぶ機会、特に父親の場合

は、知識よりも実際の技能、沐浴やオムツを替えたり、意外と具体的な技能

を学んでいると子どもが生まれた際に生かされることもあるようです。 

そういう意味では妊娠期における子育て支援をもう少し充実していただけ

たらというお願いしたいと思います。どうもありがとうございます。 

例えばこの分野であれば、県のPTA連絡協議会さん、いかがでしょうか。 

 

〇委員： 

非常に多岐にわたる事業を展開される中で、特に子育と言いますと、私ど

もの協議会で関わるのは、とりわけ学童期の児童のお父さん、あるいは組織

としましても子どもの数の減少している、すなわち保護者数会員の数も減少

しているというのは組織的課題でもあります。 

今の話題から少し論点はずれますが、出産時、あるいは早期の子育て期の

支援は大変手厚く、今ご説明いただいたとおりと理解しましたけれども、そ

の後、やっぱり子どもたちが学齢期に入り成人に向かう過程で、様々な課題

があろうかと思います。 



教育についてもそうですし、子どもたちがどう育っていくかというビジョ

ン、あるいはどういう子どもたちが将来この滋賀県を支える人材として成長

していくのかという視点が必要になるのかなと思います。 

それからもう一つは、ご説明いただいた出産子育て期の支援におかれまし

ても、やはりお金、経済的な部分での補助ということだけでなく、それに伴

って親育ちの支援という部分が重視されてるかと思いますが、特にPTAの団体

としましても、子育てと親育ちの両輪で活動している関係上、親は子どもが

できたからすなわち親ではないと、子どもの成長に合わせて、親も親として

成長していくことを、団体としてどう支援していけるかを考えながら取り組

んでいます。 

今回の人口減少を見据えた未来へと幸せが続くという表題の中で、その学

齢期の子どもたちを持つ親御さんに対する啓発、支援についても今後もより

重視されるべきかなと感じております。 

 

〇会長： 

ありがとうございます。確かにそうですよね。経済的な支援、これが大切

だということは皆さんご承知ですけれども、それだけではなく、やはり少子

化の中で、自分が子どもを持って初めて赤ん坊を抱くという親も増えてい

く。また、あたりまえですが、この子どもがなかなかマニュアルどおりに育

たないんです。あるいは、子どもがかわいいと思えないといった感情を抱く

親御さんも少なからずは増えてきているという話も聞いたことがあります。 

そういう意味では、経済的な援助プラス親として育つことに対しても支援

を充実する大切さは強く感じているところです。 

そのあたりについて、事務局何かございましたらご発言いただけますか。 

 

〇健康寿命推進課： 

今回の事業に関することで、経済的支援と伴走型相談支援ということで、

早期に面談させていただくということになります。国では妊婦さんだけでな

く、夫・パートナーも一緒に面談することを推奨しているということで、パ

ートナーも含めて、夫婦で、プラス家族で早期に面談することによって、子



育てに対する意識、早期に出産育児の見通しを立てていただき、意識作りを

していただくというような事業でございます。 

この事業を進めていくにあたって、国も県も市町も含めてそういったこと

も考えながら事業進めていければと思いますので、今後いろいろ検討してい

きたいと思います。 

 

〇会長： 

ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 

〇健康寿命有為進課： 

経済的な支援と親として育つ学齢期からの親育ちについて、先ほど会長か

らもお話がありましたとおり、生まれて初めて赤ちゃんを抱っこすることが

最近すごく多いと聞いています。最近よく言われています、プレコンセプシ

ョンケアという概念でございまして、妊娠出産する前から性に関することで

あるとか、リプロダクトヘルスアンドライフと呼ばれるような概念、自分で

子どもを産むことについて決定する、自分の性に関することを自分で決め

る、そういった権利を有することを指しますが、性教育や親育ちは、妊娠す

るときではなく妊娠する前から、妊娠出産に関する学びや性のこと、自分の

体のことから始まってくるものだと母子保健担当として思っているところで

す。 

県はそれらの推進をどう進めていくかは、プレコンセプションケアの概念

自体が、成育基本法ができて言われるようになってきた概念の一つですか

ら、今後は検討を進めて推進していきたいなと考えています。 

 

〇会長： 

ありがとうございます。よろしくお願いしますね。 

まだご意見、ご提案のある方もあるかと思いますが、時間が参りましたの

で本日の議事を終了し、進行を事務局に返したいと思います。ご意見いただ

きましてありがとうございました。 

事務局さんよろしくお願いします。 

 



〇企画調整課： 

皆様、本日は熱心にご議論いただきましてありがとうございました。本日

いただきましたご意見、あるいはご提案につきましては今後の取り組みの参

考とさせていただきます。また関係部局の方にもしっかりとお伝えさせてい

ただきたいと思い、協議した整備させていただきたいと思います。 

それでは以上をもちまして、本日の推進協議会を終了いたします。本日は

ありがとうございました。 

 


